


ギャンブル等依存症対策基本法案の比較（主な相違点）

相違点
日本維新の会

（H29.11.30参議院提出）
自民・公明

（H29.12.1衆議院提出）
立憲・自由・社民・無所属
（H29.12.6衆議院提出）

法案名 ギャンブル等依存症対策基本法 ギャンブル等依存症対策基本法 ギャンブル依存症対策基本法

都道府県推進計画
〔責務の度合い、見直しサ

イクルの相違〕

推進計画の策定に努力義務を負う
少なくとも５年ごとに、推進計画に検討を加
える

推進計画の策定に努力義務を負う
少なくとも３年ごとに、推進計画に検討を加
える

推進計画の策定に義務を負う
少なくとも５年ごとに、推進計画に検討を加
える

推進体制
〔本部会議の有無〕

関係機関の職員及び関係地方公共団体の
職員による「ギャンブル等依存症対策推進
会議」を設置

内閣官房長官を本部長とする「ギャンブル等
依存症対策推進本部」を設置

本部長：内閣官房長官
副本部長：国務大臣

内閣総理大臣を本部長とする「ギャンブル等
依存症対策推進本部」を設置

本部長：内閣総理大臣
副本部長：内閣官房長官及び厚生労働大臣

依存症患者等からの意見
聴取
〔当事者参画手法の相違〕

「推進基本計画案」に対する意見陳述等を
行う会議として、「ギャンブル等依存症対策
関係者会議」を設置

（構成：依存症患者等、その家族の代表者、
専門家のうちから内閣総理大臣が任命）

本部は、「推進基本計画案」を作成しようとす
るときは、依存症患者、家族の代表者、関係
事業者、専門家の意見を聴く義務を規定

依存症対策推進本部長の諮問に応じて、ギャ
ンブル依存症対策の推進に関する重要事項
を調査審議等のために「ギャンブル依存症対
策関係者会議」を設置

（構成：依存症患者等、その家族の代表者、専
門家のうちから内閣総理大臣が任命）

その他

＜健康診断、保健指導の実施＞
ギャンブル等依存症の予防等及び回復に
資するよう、健康診断及び保健指導におい
て、依存症の発見及びギャンブル等依存
症に関する指導が適切に行われるように
するために必要な施策を講ずるものとする。

＜アルコール・薬物等に対する依存に関する
施策との有機的な連携への配慮＞
ギャンブル等依存症対策を講じるにあたって
は、アルコール・薬物等に対する依存に関す
る施策との有機的な連携が図られるよう、必
要な配慮がなされるものとする

＜経済的負担の軽減＞
民間による支援を受けるギャンブル依存症の
患者等及びその家族の経済的負担を軽減す
るために必要な施策を講ずるものとする
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セミナー等でのギャンブル等依存症対策に関する有識者の主なご意見

＜予防・啓発＞
・借金や帰宅時間が遅くなるなどの問題行動の変化に気づくことが極めて重要であることから、
家族などの身近な方への知識普及が必要。 （11/17 第６回ＩＲセミナー 井上委員）

・現状での予防教育は十分でない。 （12/11 依存症セミナー 籠本大阪精神医療センター院長）

・依存症（ギャンブル障害）であるか否かの境目がわかりにくいため、依存症前段階で問題行動に早
期に気づくことが極めて重要である。このため、依存症を発症するメカニズムやプロセスの教育を
しっかり行うべきであり、特に、若い世代（高校生）には大変効果的。

（11/17 第６回ＩＲセミナー 井上委員、谷岡委員）
（12/14 依存症勉強会 河本よしの病院副院長）

＜事業者への義務付け＞
・一律に規制するのではなく、問題行動のある本人、家族からの申告による入場規制は効果的。

（11/17 第６回ＩＲセミナー 谷岡委員）

・のめり込んでいるカジノ利用者の気分を害することなくゲームを中断させる訓練などの従業員教育
を行うことを求めていくべき。

（11/17 第６回ＩＲセミナー 谷岡委員）

・のめり込みの背後に潜む病理に焦点をあてた依存症(ギャンブル障害）予備軍へのアプローチを
ギャンブルの最前線の現場にいる従業員に行ってもらうことが望ましい。

（12/14 依存症勉強会 河本よしの病院副院長）

・日本の問題のひとつは、非常に目を引く広告が多く、露出度が高く、頻繁に行われていること。
（12/11 依存症セミナー 籠本大阪精神医療センター院長）



セミナー等でのギャンブル等依存症対策に関する有識者の主なご意見

＜相談・支援＞
・ギャンブル依存からの立ち直りを支えるためには、自己破産しないよう返済計画を立てた任意整
理を可能とするようなアフターケアが重要。 （11/17 第６回ＩＲセミナー 谷岡委員）

・依存症対策は医療機関のみでは解決しないため、自助グループ、民間支援機関の役割は重要。
（11/17 第６回ＩＲセミナー 井上委員、谷岡委員）

（12/11 依存症セミナー 籠本大阪精神医療センター院長）

＜医療・介入支援＞
・医療機関職員の依存症に対する正しい理解の不足や、自分たちでは診きれない意識などから、
依存症治療を行う医療機関はごく一部。（12/11 依存症セミナー 籠本大阪精神医療センター院長）

・依存症対策は医療だけで完結するものではなく、行政や医療機関は自助グループなど幅広い関係
機関との緊密な連携を構築することが必要。 （11/17 第６回ＩＲセミナー 井上委員）

（12/11 依存症セミナー 籠本大阪精神医療センター院長）

・医療機関も依存症者の悩みなどを的確に受け止め、自助グループなどにつなげるなど依存症治療
体制の充実・強化に取組むことが重要。 （12/11 依存症セミナー 籠本大阪精神医療センター院長）

・不適切な養育過程や精神科併存症（特にうつ病）などの要因によりギャンブル障害が重症化する
ケースもあるため、医療者等がこうした重症化因子のある方々を見分けて治療に結びつけること
が重要。一方で、医療者以外でも可能な欲望モデルに基づく簡易な介入が回復を促す場合も相当
数ある。 （12/14 依存症勉強会 河本よしの病院副院長）



セミナー等でのギャンブル等依存症対策に関する有識者の主なご意見

＜個人情報保護に最大限配慮し、最先端の技術を導入した入場規制やゲーミング規制の導入＞
・カジノでの長時間の滞在は依存症リスクの傾向が高いので、利用回数や滞在時間、金額等で早期
発見できるよう、ＩＣチップなどの導入を検討すべき。

（11/17 第６回ＩＲセミナー 井上委員）

・夢洲来訪者の行動情報を把握する実証事業的な研究は依存症対策に活かしていくためには重要、
ただし、個人情報への配慮など、十分に来訪者や府民の理解を得ることが重要。

（12/11 依存症セミナー 籠本大阪精神医療センター院長）

＜ギャンブル等依存症実態把握調査＞
・今年1～2月にかけて実施された「パチンコ・パチスロ遊技障害全国調査（※）」においては、
ギャンブル依存症が発症した要因まで踏み込んでおり信頼性が高い。
※研究主体：公益財団法人 日工組社会安全研究財団 内設置「パチンコ依存問題研究会」
調査主体：お茶の水女子大学

（11/17 第６回ＩＲセミナー 谷岡委員）

＜その他＞
・ギャンブルを楽しむ大部分の方は、レジャーあるいは社交性を目的としており、ストレス解消や
モチベーションの向上にもつながる側面もある。一方で、過度にのめりこまないよう、責任ある
ギャンブリングの観点から適切な楽しみ方を伝える責務が事業者にある。

（12/14 依存症勉強会 河本よしの病院副院長）

・児童虐待などをはじめとする成育環境や本人が依存症となった背景など根本的な要因にも
配慮したケアも重要。

（12/11 依存症セミナー 籠本大阪精神医療センター院長）



依存症への道：ギャンブルの場合

依存症

健康的ギャンブル

脳機能正常

脳機能異常

医療・福祉

教育

早期発見
早期対応

Health promotion: 一次予防
心理的
啓発活動
認知療法 精神科医・心理士
身体的
運動 運動生理学
医学的
認知症対策 精神科
運動を含めた成人病対策

早期発見・早期対応：二次予防
依存症前段階の早期把握

ICカード、パスポート
職場や家族との連携

クロスアディクトの問題
身体疾患（栄養不良など）
専門医療 精神科施設

ギャンブル愛好家（機会実施者）

ギャンブル愛好者（習慣実施者）

問題実施者（借金など）

ギャンブル依存症
（離脱・禁断症状）

早期治療・再発防止：二次・三次予防
早期対応
総務的対応 弁護士等
専門医療 精神科医
物理的制限
再発防止
当事者の会・家族会

第６回セミナー 井上委員資料



基本的な考え方

2

図1. 「責任ある賭博施行」と「社会的危害縮小化施策」との関係

責任ある賭博施行

（理念的な規範）

社会的危害縮小化施策

（具体的な施策）
政府の関与の強さ

・ 自主的。任意性が強い ・ 強制的（供給の制限や施行の在り方に対する規制を含む）

周知徹底・教育 防止・抑止 救済・治療

第一段階 第二段階 第三段階

（美原融2014より）

第６回セミナー 谷岡委員資料
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パチンコ・パチスロ遊技障害尺度  （公 益 財 団 法 人 日 工 組 社 会 安 全 研 究 財 団 Ｈ Ｐ よ り 抜 粋 ） 

（ PPDS: Pachinko-Pachislot  P laying Disorder Scale）  

 


